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　ハラスメントは、人間の尊厳を否定し、人格、教育を受ける
権利、働く権利等さまざまな人権を侵害するものです。熊本
大学は、ハラスメントの予防とその啓発に努め、ハラスメント
のない良好な修学・就労環境を形成・維持することを目指
します。

職員は、いかなるハラスメント及び人権侵害も行ってはならず、
常にこれらの防止に努めなければならない。（職員就業規則第35条）

熊本大学は、ハラスメントを許さないという基本姿勢に立って、ハラスメントの防止とその意識の啓発に努め、
ハラスメントのない良好な修学・就労・教育及び研究の環境を形成・維持することを目指します。

学長は、ハラスメントに関する啓発と防止に努め、必要な研修を行うなど、熊本大学をハラスメントのない
環境にする責任を負うものとします。
また、部局におけるハラスメントに関する啓発と防止の責任は、部局長等及び部局教授会等がこれを負うもの
とします。　　

ハラスメント被害の申立てがあった場合、ハラスメントを受けた者を保護・救済します。
また、同様の行為が繰り返されないように改善策を講じます。

学生に対して行われる教育・研究上の指導が、必要かつ適切な範囲を逸脱して行われ、学生へのハラスメント
被害が懸念される場合は、当該学生の要望を踏まえ、指導教員等の変更や履修科目の代替などの措置をとり、
修学環境の改善策を講じます。
また、教職員への深刻なハラスメント被害が懸念される場合は、教育研究環境や就業環境の改善策を講じます。

ハラスメントを行ったことが認定されたときは、その者に対して、自覚を促すとともに、熊本大学の規定に則り
厳正に対処します。
また、ハラスメントを行った者から、ハラスメントを受けた者への報復行為や、ハラスメント調査に協力した者へ
の嫌がらせや脅迫行為が行われないよう適切な措置を講じます。

ハラスメントは、修学・就労・教育又は研究に関する権利利益を不当に侵害し、人としての尊厳を傷つけるものです。
熊本大学は、強い覚悟を持って、ハラスメントの防止と解決に取り組んでいくことをここに宣言します。

熊本大学ハラスメント防止宣言
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ハラスメントのない環境をつくっていくために

（1）妊娠、出産、不妊治療、育児休業又は介護休業等を理由とするハラスメント
妊娠、出産又は不妊治療を理由とする制度の利用又は状態に関する言動及び育児休業、介護休業その他の子の養育
又は家族の介護を理由とする制度の利用に関する言動により、職員の就業環境を不当に阻害することを言います。

（2）アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント等
優越的な関係を背景とした言動その他不適切な言動であって、必要かつ相当な範囲を超えたものにより、学生又は
職員の修学、就労、教育又は研究環境を不当に阻害することを言います。

（1）セクシュアル・ハラスメント
学内外を問わず、相手方を不快にする性的な性質の言動によって相手方の人格や尊厳を傷つけ、修学、就労、教育又は
研究の環境を害すること及び相手方の望まない性的な要求への服従又は拒否によって、修学、就労、教育又は研究を
行う上で一定の利益又は不利益を与えることであって、職員、学生等が加害者又は被害者である場合を言います。

（2）性暴力等
・性的な行為のうち、相手方の同意のない状況（相手方が同意しない意思を形成等することが困難な状況その他の
同意があったと評価し得ない状況を含む。）において行われるものであって、職員、学生等が加害者又は被害者で
あるものを言います（次号に掲げるものを除く）。
・教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律（令和3年法律第517号）第2条第3項に定める児童
生徒性暴力等に該当する行為を言います。

　ハラスメントは、気付かないうちに行っている場合があります。常々、自己の言動に心がけましょう。ハラスメント
防止のために何より大切なことは、一人ひとりが意識をもって、この問題に向き合うことです。ハラスメントと思われる
言動を見聞きした場合は、ハラスメントにあたる可能性を知らせ、被害の拡大を防止しましょう。被害を受けている
人を見たときは、相談相手になり、相談窓口へ行くように勧めたり、同行するようにしましょう。

Ⅰ   セクシュアル・ハラスメント等

Ⅱ   セクシュアル・ハラスメント等を除くハラスメント
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相談

事案の報告（相談者の了解のもと）

審議結果の報告

救済又は環境
の改善措置等
について通知

措置内容の通知

必要な措置を講じ
学長へ報告

改善措置を講じ
学長へ報告

対応について審議

セクハラの事実認定、被害の救済及び対応について審議

調査委員会の設置

調査結果の報告
防止委員会委員長

相談員

相談者（訴え者）

学　　長

調査委員会

セクシュアル・ハラスメント等
防止委員会

被訴え者の
所属する部局長

訴え者の
所属する部局長
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セクシュアル・ハラスメント等の場合

熊本大学　ハラスメント相談

　熊本大学では、ハラスメント相談に対応するため、相談窓口を設置
しています。相談窓口では、ハラスメント相談員が相談に応じます。

相談者は、相談員に相談する。

相談員は、相談者の了解を得て、相談内容を防止委員会委員長（以下、
「委員長」という）に報告する。

委員長は、相談員から報告を受けた相談内容について防止委員会に諮る。

委員長は、防止委員会の審議結果に基づき、防止委員会の下に調査委
員会を設置する。

調査委員会は、事実関係を調査し、２か月以内に調査結果をまとめ、
これを委員長に報告する。ただし、２か月以内に調査が完了しない場
合において、やむを得ない事由があるときは相当期間調査期間を延長
する。

委員長は、調査委員会から報告された調査結果を防止委員会に諮り、
防止委員会は、セクシュアル・ハラスメント等の事実認定、被害の救
済及び対応について審議する。

委員長は、防止委員会の審議結果を学長に報告する。

学長は、委員長からの報告に基づき、必要に応じセクシュアル・ハラ
スメント等からの救済又は環境の改善措置等について被訴え者及び
訴え者の所属する部局の長（事務組織の各部等にあっては、総務部長
とする。以下同じ。）に通知する。

被訴え者の所属する部局の長は、すみやかに改善措置を講じ、学長に
報告するとともに、委員長及び訴え者の所属する部局の長に対し措置
内容を通知する。
また、訴え者の所属する部局の長は、必要な措置を講じ、学長に報告
するとともに、委員長に対し措置内容を通知する。

防止委員会委員長は、措置内容を訴え者及び被訴え者に説明する。
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相談員 （2）調整手続へ（P6）

ハラスメント該当性及び対応策等について審議

（１）調査手続の場合

相談

事案の報告（相談者の了解のもと）

★調整手続を希望の場合

人権委員会委員長

相談事案検討ワーキンググループ

相談者（訴え者）

学 長

人権委員会
調査委員会

事案の附議審
議
結
果
の
報
告

改
善
策
の
協
議

調査結果の報告

調査委員会の設置

部局等の長から報告があった
調査結果について審議

※苦情相談の内容が調査手続になじまない場合その他必
要があると認めた場合は、調整手続きに移行します。

セクシュアル・ハラスメント等を除くハラスメントの場合

●相談窓口に直接行くことができない場合は、電話やファックス、メールなどを使って相談することもできます。
（匿名の相談可。 ただし、匿名の場合は調査及び調整はできません。）

●相談窓口に相談に行く際、第三者に同行してもらうこともできます。
●相談者のプライバシー及び相談内容の秘密は守られます。
●ハラスメントの相談をしたことを理由に、不利益な取扱いをされることはありません。
●相談窓口での相談の結果、セクシュアル・ハラスメント防止委員会委員長又は人権委員会委員長にハラスメン
トの申し立てを行う場合は、実名で申立てていただくこととなります。 

相談者は、相談員に相談する。

相談員は、相談者の了解を得て、人権委員会委員長（以下、「委員長」
という）に報告する。

委員長は、相談員から報告を受けたときは、相談事案検討ワーキング
グループ（以下、「WG」という）に諮る。

委員長は、相談内容に関連する部局等の長に、事実関係の調査を要
請する。
※ただし、苦情相談が部局等の長の言動に関するものである場合そ
の他WGが必要と認める場合は、人権委員会に調査委員会を設置す

る。

部局等の長は、部局等に調査委員会を設置し、調査要請を受けたと

きから6か月以内にその結果を委員長へ報告する。ただし、やむを得
ない事由があるときは、相当期間その期間を延長する。

委員長は、部局等の長から報告された結果をWGに諮り、ハラスメ

ント該当性及び対応策について審議する。→⑩⑪へ

◆人権委員会調査委員会の場合

苦情相談が部局等の長に関するものである場合又は部局等における調査
に適しないとＷＧが認めた場合は、人権委員会に調査委員会を設置する。

委員長は、審議結果を学長及び部局等の長に報告する。

委員長は、審議結果を訴え者及び被訴え者に説明する。
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◆部局等調査委員会の場合

相談内容に関連する
部局等の長
部局等調査委員会

人権委員会調査委員会は、同委員会が設置されたときから６月以内に、
調査結果を委員長に報告する。ただし、やむを得ない事由があるときは、
この限りでない。

委員長は、人権委員会調査委員会から調査結果の報告を受けたときは、
人権委員会に諮り、ハラスメント該当性及び対策等について審議する。
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ひとりで悩みをかかえこまずに

相談員にご相談ください。

他人事として見過ごさず、

声をかけて助けてあげましょう！

（２）調整手続の場合

相談

人権委員会委員長

相談内容に関する部局等の長

相談者（訴え者）

要請報告

事案の報告

ハラスメント被害を目撃したら…ハラスメントを受けたと感じたら…

セクシュアル・ハラスメント等を除くハラスメントの場合

相談者は、相談員に相談する。

相談員は、相談者の了解を得て、人権委員会委員長（以下、「委員長」という）に報告する。

委員長は、相談内容に関連する部局等の長に、調整手続きを行うよう要請する。

部局等の長は、原則として部局等の長自ら必要な対応（修学及び就労上の措置を含む。）を行う。
要請があった日から起算して概ね2か月以内に問題解決を図る。
※ただし、部局等の長自ら対応することができない特段の事情がある場合には、部局等の長が指名する者に行わせることができる。

部局等の長は、調整に係る対応について、委員長に報告する。

※訴え者は、調整の対応に不服があるときには、委員長に対して、調査手続きへの移行を求めることができる。
※ハラスメントの該当性の判断はしない。
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相談員
調整

相手方 問題
解決
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ガイドラインの趣旨

このガイドラインは、次の考えに基づいて作成しています。

１ セクシュアル・ハラスメント等は、人間の尊厳を否定し、
人格権、教育を受ける権利、働く権利等さまざまな人権を
侵害するものです。

２ 熊本大学（以下「本学」という。）は、セクシュアル・ハラス
メント等を絶対に許さないという基本姿勢に立って、セク
シュアル・ハラスメント等の予防とその意識の啓発に努め、
セクシュアル・ハラスメント等のない良好な修学、就労、
教育及び研究環境を形成・維持することを目指します。

３ 本学は、セクシュアル・ハラスメント等が行われた場合、
被害者を全力を挙げて保護・救済し、加害者に対しては、
教育研究評議会等の必要な審議を経て厳正に対処します。

定 義

１ セクシュアル・ハラスメント等の定義

このガイドラインにおいてセクシュアル・ハラスメント等とは、
（1）セクシュアル・ハラスメント及び（2）性暴力等を言います。
（1） セクシュアル・ハラスメント

学内外を問わず、相手方を不快にする性的な性質の言
動によって相手方の人格や尊厳を傷つけ、修学、就労、
教育又は研究の環境を害すること及び相手方の望まな
い性的な要求への服従又は拒否によって、修学、就労、
教育又は研究を行う上で一定の利益又は不利益を与え
ることであって、次の２に定義する学生等及び職員が
加害者又は被害者である場合を言います。
　この定義における「不快さ」は、「性的な性質の言動」
をされた相手方の判断によります。性的な性質の言動
をする者が、自己の行為がセクシュアル・ハラスメント
になることをまったく意識していない場合でも、相手
方が「不快」と感じればセクシュアル・ハラスメントに
なります。

（2） 性暴力等
・性的な行為のうち、相手方の同意のない状況（相手方が
同意しない意思を形成等することが困難な状況その他
の同意があったと評価し得ない状況を含む。）において
行われるものであって、職員、学生等が加害者又は被害
者であるものを言います（次号に掲げるものを除く）。

熊本大学
セクシュアル・
ハラスメント等の
防止等に関する
ガイドライン

第1

第2

Ⅰ
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・教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する
法律（令和3年法律第517号）第2条第3項に定める
児童生徒性暴力等に該当する行為を言います。

２ 学生等及び職員の定義
このガイドラインにおいて学生等及び職員とは次の意味で
用いています。
（1） 学生等とは、学部学生、大学院学生、外国人留学生、

研究生、科目等履修生、特別聴講学生、公開講座の受
講生、病院の実習生、教育学部附属の幼稚園、小学校、
中学校、特別支援学校の園児・児童・生徒など、本学
において学ぶすべての者をいいます。
場合によっては、かつて学生であった者も含まれます。

（2） 職員とは、国立大学法人熊本大学職員就業規則第２
条に定める職員（教育職員、一般職員、医療職員、有
期雇用職員、再雇用職員、個別契約職員）、本学の役
員及び派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従
事するすべての者をいいます。
場合によっては、かつて職員であった者も含まれます。
［注］（1）及び（2）の後段は、在籍中の学生又は在職中

の職員が、法人化以降においてハラスメントの被
害を受けた後に、又は、ハラスメントを行った後
に、離籍若しくは離職した場合を想定していま
す。

ガイドラインの適用範囲

１ このガイドラインは、本学の構成員（役員、職員、学生等及
びその他本学において教育又は研究等に従事する者をい
う）の間に生じたセクシュアル・ハラスメント等について、
学内・学外の出来事を問わず、適用します。

２ 本学の構成員と学外者との間に発生したセクシュアル・ハ
ラスメント等の場合には、本学の構成員が加害者であり、
かつ本学における教育・研究活動および職務の関係にお
いて発生したときにこのガイドラインを適用します。
　また、学外者の事業主等から、事実関係の確認等、必要
な協力を求められた場合には、これに応じることとし、不正
行為が明らかになった場合は、その結果を踏まえ、就業規
則により懲戒処分の対象となることがあります。
　なお、本学の構成員が他大学等の非常勤講師等の立場
で行ったセクシュアル・ハラスメント等については、当該他
大学等が対処することになります。ただし、不正行為が明
らかになったときは、その結果を踏まえ、本学の名誉と信

用を著しく傷つける場合には、国立大学法人熊本大学職員
就業規則等により懲戒処分の対象となることがあります。

３ 学外者が本学の構成員に対してセクシュアル・ハラスメン
ト等を行った場合には、必要に応じて、学外者の事業主等
に対して、事実関係の確認への協力や再発防止に向けた
措置への協力を求めます。

セクシュアル・ハラスメント等に
関する啓発と予防の責任

１ セクシュアル・ハラスメント等に関する啓発と予防に努め、
関係法令による必要な研修を行うなど、本学をセクシュア
ル・ハラスメント等のない環境にし、維持する責任は、学長
がこれを負うものとします。

２ 部局におけるセクシュアル・ハラスメント等に関する啓発
と予防の責任は、部局長及び部局教授会等がこれを負う
ものとします。

３ セクシュアル・ハラスメント等に関する研修、パンフレット
作成等の啓発、実態調査、資料の整備、教育等の具体的方
策の検討及び実施の責任は、熊本大学セクシュアル・ハラ
スメント防止委員会（以下「防止委員会」という。）がこれを
負うものとします。

４ 苦情の申出及び相談に適切かつ迅速に対応するため相談
窓口を適切に設置・運営する責任は、防止委員会がこれを
負うものとします。

５ セクシュアル・ハラスメント等の発生を未然に防止し、これ
を根絶し、被害が生じないようにする責任は本学の全構成
員がこれを等しく負うものとします。

セクシュアル・ハラスメント等の
防止のために

１ 教員と学生等の関係や職場の上下関係及び学生等の間の
先輩・後輩の関係などは、人間としての価値の上下を決め
るものではありません。また、男性と女性が対等なパート
ナーであることはいうまでもないことです。相手を性的な
対象とみて、力関係で支配し、心理的な圧迫を加え、身体
的に傷つけるようなことは絶対にしてはなりません。

２ いついかなる場合でも、相手の人格や人権を尊重すること
を忘れないようにしましょう。そして、相手が不快に思う
ことに対して一人ひとりがもっと敏感になり、自分の言動に
たえず心を配ることが必要です。コンパ（宴会）や合宿な
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    どでは、特に注意したいものです。

３ 固定的な性的役割分担意識（例「男は外で働き、女は家庭
を守るべきだ」など）に基づく言動は、セクシュアル・ハラス
メント等の発生の原因や背景にあることがあります。この
ような言動を行わないよう、注意しましょう。また、性的
指向（どんな性を好きになるか）又は性自認（自身の性をど
のように認識しているか）に関する侮蔑、差別意識及び嫌
悪感を含む言動や性の多様性への配慮に欠ける不適切な
言動等も、セクシュアル・ハラスメント等に該当しますので、
注意が必要です。

４ 外国人留学生のように社会的・文化的・宗教的環境が異
なっていたりする場合には、セクシュアル・ハラスメントで
はないと思った言動でも、セクシュアル・ハラスメントと受
け取られるケースがありますので、注意しましょう。

５ キャンパスには、セクシュアル・ハラスメント等の温床になり
やすい場所があります。たとえば、研究室・実験室・部屋
などのように密室になる場所では、セクシュアル・ハラス
メント等が発生しやすいものです。そのような場所では、
自分の言動に細心の注意を払いましょう。異性の職員や
学生等が少ない場所でも同様です。

６ 本学の全構成員がセクシュアル・ハラスメント等の防止に
たえず心がけることによって、はじめて良好な環境が保証
されるのです。

被害にあった場合や被害を
目撃した場合等の対応

１ 被害にあったら
（1） 勇気を出して、「自分は不快である。」という気持ちを

言葉と態度ではっきりと相手に伝えましょう。
（2） セクシュアル・ハラスメント等を受けたと思われる行

為について、その日時、場所、行為の内容、第三者が
居合わせたか否かなど、その場の状況をなるべく詳し
くメモを取っておきましょう。これは、セクシュアル・
ハラスメント等があったかどうかの判断の重要な資料
となります。

（3） 決してひとりだけで悩んだり、我慢したりせず、信頼で
きる友人や職員などに速やかに事実を明かし相談する
ことが重要です。自分を責める必要はありません。

（4） 被害にあったら相談窓口に相談に行きましょう。相談
は、どの窓口でもかまいません。また、相談窓口へ
直接行くことができない場合は、電話やファックス、
電子メールなどを使って相談（匿名も可）することもで

きます。 相談者のプライバシー及び相談内容の秘密は
絶対に守られます。 また、相談を行ったことを理由と
して不利益な取り扱いを受けることもありませんの
で、安心して相談してください。

（5） 被害の相談及び苦情の申立ては、被害を受けてから
時間が経過すると事実確認が困難となりますので、
原則として、被害の発生から３年以内（継続する事
案については、その終了時から３年以内）に行ってく
ださい。なお、相談者が退職又は卒業、修了若しくは

退学してから、1年以内に申立てを行ってください。

２ 被害を目撃したら
（1） セクシュアル・ハラスメント等は学生等や職員の生活

に響くものです。他人ごととして、決して放置しない
ようにしましょう。放置しておくと、エスカレートする
危険があります。

（2） 被害を目撃したら、その日時、場所、行為の内容、その
場の状況をなるべく詳しくメモを取っておきましょう。
これは、セクシュアル・ハラスメント等があったかどう
かの判断の重要な資料となります。

（3） 必要に応じて、被害者の相談相手になり、被害者に相
談窓口へ行くように勧めたり、同行するようにしましょ
う。 また、相談窓口へ直接行くことができない場合は、
電話やファックス、電子メールなどを使って相談（匿名
も可）することもできます。
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苦情の申立て及び相談への対応

１ 本学では、セクシュアル・ハラスメント等に対応するために、
相談窓口及び防止委員会を設置しています。

２ 相談窓口は、各部局及び保健センター等に設置しています。
相談窓口の相談員の名簿・連絡先は、各部局の掲示板に
常時公開されています。また、本学のホームページ上の「ハ
ラスメント相談」に常時公開されています。

３ 相談窓口に「相談」が寄せられたとき、相談窓口は相談に
訪れた者（以下、「相談者」という。）に誠実に対応し、相談
者自身が取るべき対応について意思決定を行うためのあら
ゆる援助をします。

４ 相談者が「苦情の申立て」を行い、しかるべき調査と処分を
含む対応を求めた場合、相談員はその相談内容を防止委員
会委員長に報告し、防止委員会委員長は、防止委員会に諮
るとともに、その審議結果に基づき、防止委員会の下に調
査委員会を設置するなど、申立てのあった苦情について、
対応を決定します。
　なお、「苦情の申立て」を行う場合は、実名で申立ててい
ただくこととなりますが、申立者のプライバシー及び申立内
容の秘密は厳守されます。また、「苦情の申立て」を行っ
たことを理由として、不利益な取り扱いを受けることもあり
ません。ただし、事実関係の調査において、加害者及び関
係者に対して申立内容や実名が明らかにされますが、加害
者及び関係者をはじめ事案に携わったすべての者に対して
守秘義務を課すとともに、セカンドハラスメントや報復行為
の防止にも万全を期し、万一、これらが発生した場合は、
厳正に対処します。

　また、申し立てた本人の意思により、苦情申立ての取り
下げを希望する場合は、「苦情申立て取り下げ書」を防止
委員会委員長へ提出し、防止委員会での審議を経て、苦情
申立ての取り下げを承認することになります。

５ 調査委員会は、当事者の双方から事情を聴取し、事実関係
を調査します。必要な場合には、その他の関係者からも
事情聴取を行います。
　なお、この場合セカンド・セクシュアル・ハラスメント等
が起こらないように留意して、調査を行います。

６ 調査委員会の事情聴取において、被訴え者が「同意の関係
であった。」と主張した場合、その主張が事実であることの
証明責任は被訴え者に負わせるものとします。

７ 調査委員会の調査にもかかわらず、セクシュアル・ハラス
メント等に当たるとされる性的な言動があったかどうかを
巡って訴え者と被訴え者の主張が真っ向から対立し、決定的
な証拠を得ることが不可能ないし困難と思われる場合が
あり得ます。その場合にも、防止委員会（及び調査委員会）
は、近年のセクシュアル・ハラスメント等事件に関する裁判
所の判断の動向に留意しながら、訴え者と被訴え者の主張
の信用性の優劣などを吟味して、可能な限りセクシュアル・
ハラスメント等があったかどうかの判断に取り組みます。

８ 調査委員会は、２か月以内に調査結果をまとめ、その調査
結果を、速やかにセクシュアル・ハラスメント等防止委員
会委員長に報告します。ただし、２か月以内に調査が完了
しない場合において、やむを得ない事由があるときは、相
当期間調査期間を延長することがあります。なお、この場
合、調査委員会委員長はその事由を防止委員会委員長及
び苦情相談者に説明するものとします。

９ 防止委員会委員長は、防止委員会における審議結果に基づ
き、必要に応じセクシュアル・ハラスメント等からの救済
又は環境の改善措置等について学長に報告します。

10 学長は、セクシュアル・ハラスメント等からの救済又は環
境の改善措置等について、被訴え者及び訴え者の所属する
部局長に通知します。

11 被訴え者の所属する部局等の長は、学長からの通知を受け
たときは、速やかに改善措置を講じ、学長に報告するとと
もに、防止委員会委員長及び訴え者の所属する部局等の長
に対し措置内容を通知します。

12 訴え者の所属する部局等の長は、学長からの通知を受けた
ときは、必要な措置を講じ、学長に報告するとともに、防止
委員会委員長に対し措置内容を通知します。

13 防止委員会委員長は、その措置内容を、訴え者及び被訴え
者に説明します。

14 訴え者は、防止委員会委員長に対し、当該事案に係る対応
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の進捗状況について、説明を求めることができます。
15 相談窓口をはじめ調査等に協力した者や、セクシュアル・ハ

ラスメント等の防止・排除等に関わる関係者は、当事者のプラ
イバシー保護に最大限配慮する義務を負うため、知り得た秘

密を正当な理由(※)なく他に漏らしません。

　(※)本学が相談事案により提訴され、当該事案に関する事実を立証する場合等に限ります。

16 このガイドラインが定める「相談」「苦情の申立て」及び　
「調査を含む本学の対応」のいずれの段階にあっても、当事者

　　の訴訟提起を妨げるものではありません。

17 ハラスメント相談をしたこと、調査委員会が行う調査に協
力したこと、労働局に対して相談、紛争解決の援助の求め、
調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応じたこ
とを理由として、不利益な取り扱いを受けることはありま
せん。

被害者の保護と救済

１ 本学は、全力をあげて被害者の保護と救済に努めます。

申立て内容等から、以下の基準により緊急に措置を講じ 

る必要があると判断する場合は、迅速かつ適切な対処を    

要請します。

・自傷他害等のおそれがあると判断されたとき
・非違行為のおそれがあると判断されたとき
・学生や教職員の修学、就業環境が害され、就職、進学等
に著しく支障をきたすと判断されたとき

・その他、相手方を同一とする複数の苦情相談があるなど、
緊急措置を実施する必要があると判断されたとき

２ 被害者が学生等の場合、指導教員の変更や履修科目の代
替など当該学生の要望を踏まえ、改善策を講じます。

３ 被害者が職員の場合も、同じように教育研究環境や就労
環境の整備のための、改善策を講じます。

４ セクシュアル・ハラスメント等によってダメージを受けた場合
には、本学の責任において、専門家によるカウンセリン
グなどのケアを行います。

５ 本学が加害者の処分を行った後、報道機関への公表に際
しては、事前に発表内容について被害者に説明するとともに、

　　被害者のプライバシーに最大限の配慮をします。

加害者への対応

１ 本学は、迅速かつ適切な調査の結果に基づき、セクシュ
アル・ハラスメント等の加害者に対して、厳しい姿勢での
ぞみます。

２ 加害者が行った言動が、セクシュアル・ハラスメント等に
該当すると認定された場合は、教育研究評議会等における
審議を経て、懲戒処分が行われることがあります。

３ 被害者に対する報復行為には厳しく対処します。

嫌がらせ・脅迫行為の禁止

１ セクシュアル・ハラスメント等の「相談」を行った職員又は

学生等に対し、他の職員又は学生等から嫌がらせ、脅迫
行為が行われることがないよう、本学は、可能かつ適切な

措置を講じます。
２ セクシュアル・ハラスメント等の防止等に関する業務に従事
する職員に対し、他の職員又は学生等から嫌がらせ、脅迫
又は不利益となる行為が行われることがないよう、本学
は、可能かつ適切な措置を講じます。

その他

１ セクシュアル・ハラスメント等の「相談」「苦情の申立て」及
び事情聴取に際して、虚偽の申し立てや証言をした者は、
本学の規則等により処分されます。

２ 年度ごとに、セクシュアル・ハラスメント等の概要（相談件数、
苦情の申立て件数、それらの内容と措置等）を公表します。
なお、公表に際しては、被害者のプライバシーに最大限の
配慮をします。

３ このガイドラインは、必要に応じて見直しを行います。
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セクシュアル・ハラスメントの例
セクシュアル・ハラスメントとは、相手を不快にさせる性的な言
動をいいます。セクシュアル・ハラスメントに当たるかどうかは、
受け手が不快に感じるかどうかによって決まります。

（１）性的な関心や要求に基づくもの
・身体を執拗に眺め回す。
・ 性的な経験や性生活について質問する。
・ 性的な噂を立てたり、性的なからかいの対象とする。
・ 性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙、Eメー
ルを送りつける。

・ 聞くに堪えない卑猥な冗談を言う。
・ 食事やデートにしつこく誘う。
・ 不必要に個人指導を行う。
・ 出張への同行を強要したり、出張先で不必要に自室に呼ぶ。
・ 自宅までの送迎を強要する。
・ 自宅等までつけ回す。

（２）性別により差別しようとする意識等に基づくもの
・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」
等と言う。

・ 成人に対して「男の子、女の子」、「坊や、僕、お嬢さん」、「お
じさん、おばさん」等と人格を認めないような呼び方をする。

・ 女性であるというだけでお茶くみ、掃除、補助的作業、
私用等を強要する。

・ 女性であるというだけの理由で仕事や研究上の実績等を
不当に低く評価する。

（３）性的指向若しくは性自認に関する偏見関係
ＬＧＢＴとは、レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル及びトラ
ンスジェンダーの頭文字を取ったものでセクシュアルマイノリ
ティ（「性的少数者」ともいわれます。）を表す総称として使用
されている表現です。
このようなＬＧＢＴの構成員への偏見等の言動についてもセ
クシュアル・ハラスメントとなります。

・ＬＧＢＴの存在を否定する言動。
・ＬＧＢＴに対する侮蔑，差別意識及び嫌悪感を含む言動。
・主としてゲイ、トランスジェンダーに対する侮蔑表現、嫌
悪感等を含む言動。

・ＬＧＢＴであることは本人の嗜好の問題ではなく、性的
指向・性自認の問題であるが、そのことを理解せず、かつ
ＬＧＢＴであることの人格利益を否定する言動。

・男性・女性という２つの性分類を前提としていたり、好き
になる相手が異性であることを前提とするなど、性の多様
性への配慮に欠ける不適切な言動。

・法律上の結婚が認められないカップルもいることへの配
慮に欠ける不適切な言動。

性暴力等の例
性暴力等は、同意のない性的な行為等をいいます。修学、就労
など人間関係等の優位性に基づく影響力を用いて行われた行為
や、はっきりイヤだと言えない状況で行われた行為は、同意があっ
たとは言えません。

・立場による影響力を用いて行われたわいせつな行為
・相手が泥酔してしまったことに乗じて、性的な部位を触る行為
・正当な理由なく、ひそかに人の性的な部位を撮影する行為

ハラスメントの例示

Ⅰ セクシュアル・ハラスメント等
以下に例示されていない言動であってもハラスメント行為に当たる場合があります。

気軽な気持ちからの言動が

相手を不快にさせることがあります。

自分でも気付かないうちに

誰もが被害者にも加害者にもなりうるのです！



13Harassment Prevention Guidelines

き
み
が
そ
ん
な
態
度
な
ら

単
位
あ
げ
ら
れ
な
い
よ
！

みんなと同じように

がんばっているのに、

どうして…私だけ？！

ガイドラインの趣旨

１ ガイドラインの考え方
ハラスメントは、修学、就労、教育及び研究に関する権利
利益を不当に侵害し、人としての尊厳を傷つけるものです。
このガイドラインは、「熊本大学ハラスメントの防止等に関
する規則」に則り、次の考え方に基づいて作成されています。

２ 熊本大学の基本姿勢
熊本大学（以下「本学」という。）は、ハラスメントを許さな
いという基本姿勢に立って、ハラスメントの防止とその意識
の啓発に努め、ハラスメントのない良好な修学、就労、教
育及び研究の環境を形成・維持することを目指します。

３ 被害者の保護・救済、加害者への厳正な対処、　　　　
改善の表明
本学は、ハラスメントが行われた場合、ハラスメントを受け
た者を保護・救済し、ハラスメントを行った者には厳正に
対処します。また、同じハラスメントが繰り返し行われな
いように改善策を講じます。

ガイドラインの適用範囲

１ ハラスメントとは
（1） このガイドラインにおいてハラスメントとは、構成員が、

大学の内であると外（例えば、出張先・研修先）であ
るとを問わず、優越的な関係を背景とした言動その他
不適切な言動であって、必要かつ相当な範囲を超えた
ものによって、他の構成員の人格や尊厳を傷つけ、修学、
就労、教育及び研究に係る権利利益を不当に侵害する
こと、又は、修学、就労、教育及び研究の環境を不当
に損ねることをいいます。
　また、妊娠、出産又は不妊治療を理由とする制度の
利用又は状態に関する言動及び育児休業、介護休業
その他の子の養育又は家族の介護を理由とする制度
の利用に関する言動により、職員の就業環境を不当に
阻害することをいいます。

（2） （1）に記載の「優越的な関係を背景とした言動」とは、
例えば、以下のもの等が含まれます。
・修学上又は業務上の地位が上位の者による言動

第1

第2

熊本大学
ハラスメントの
（セクシュアル・ハラスメント等を除く）

防止等に関する
ガイドライン

Ⅱ
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ハラスメントは許しません！

・同僚又は部下若しくは後輩による言動で、当該言動
を行う者が教育・研究上又は業務上必要な知識や
豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なけれ
ば教育・研究又は業務の円滑な遂行を行うことが困
難であるもの

・同僚又は部下若しくは後輩からの集団による行為で、
これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

（1）に記載の「必要かつ相当な範囲を超えたもの」とは、
例えば、以下のもの等が含まれます。
・教育・研究又は業務上明らかに必要性のない言動
・教育・研究又は業務の目的を大きく逸脱した言動
・教育・研究又は業務を遂行するための手段として不
適当な言動

・当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が
社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

（1）に記載の「不当に侵害すること」、「不当に損ねるこ
と」又は「不当に阻害すること」とは、「当該言動により
身体的又は精神的に苦痛を与えられ、修学、就労、教
育又は研究環境が不快なものとなり、修学、就労、教
育又は研究に重大な悪影響が生じる等、看過できない
程度の支障が生じること」をいいます。

（3） 優越的な関係を有する者が、ハラスメントになることを
意識しないで行った言動であっても、社会通念上、相手
方が「不当な扱いを受けた」と感じ、修学、就労、教育
又は研究に支障を来たした場合にはハラスメントになり
ます。

（4） 本学の構成員と学外者との間に発生したハラスメント
の場合には、本学の構成員が加害者であり、かつ、本
学における教育・研究活動及び職務の関係において
発生したときに、学外者から、事実関係の確認等、必
要な協力を求められた場合には、これに応じることと
し、不正行為が明らかになった場合は、その結果を
踏まえ、就業規則により懲戒処分の対象となること

があります。
また、学外者が本学の構成員に対してハラスメントを
行った場合には、必要に応じて、学外者の事業主等
に対して、事実関係の確認への協力や再発防止に向け
た措置への協力を求めます。

２ 構成員とは
このガイドラインにおいて構成員とは次の意味で用いられ
ます。
（1） 構成員とは、学生及び職員をいいます。
（2） 学生とは、学部学生、大学院学生、外国人留学生、研

究生、科目等履修生、特別聴講学生、公開講座の受講
生、病院の実習生、教育学部附属の幼稚園、小学校、
中学校、特別支援学校の園児・児童・生徒など、本学
において学ぶすべての者をいいます。
場合によっては、かつて学生であった者も含まれます。

（3） 職員とは、国立大学法人熊本大学職員就業規則第２
条に定める職員（教育職員、一般職員、医療職員、有
期雇用職員、再雇用職員、個別契約職員）、本学の役
員及び派遣契約その他契約に基づき本学の業務に従
事するすべての者をいいます。
場合によっては、かつて職員であった者も含まれます。

　※（2）及び（3）の後段は、在籍中の学生又は在職中
の職員が、法人化以降においてハラスメントの被
害を受けた後に、又は、ハラスメントを行った後
に、離籍若しくは離職した場合を想定していま
す。

ハラスメントに関する啓発と
予防の責任

１ 学長の責務
ハラスメントに関する啓発と防止に努め、必要な研修を行う
など、本学をハラスメントのない環境にする責任は、学長が
これを負うものとします。

２ 部局長及び部局教授会等の責務
部局におけるハラスメントに関する啓発と防止の責任は、
部局長及び部局教授会等がこれを負うものとします。

３ 人権委員会の責務
ハラスメントに関する啓発・研修・教育等の具体的方策の
検討及び実施の責任は、熊本大学人権委員会（以下「人権
委員会」といいます。）がこれを負うものとします。

第3
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４ 構成員の責務
ハラスメントが生じないようにする責任は、本学の全構成
員がこれを等しく負うものとします。

ハラスメントの防止のために

１ 構成員の言動への注意喚起
いついかなる場合でも、相手の人格や人権を尊重すること
を忘れないようにしましょう。そして、相手が「不当な扱い
を受けた」と思うことに対して一人ひとりがもっと敏感にな
り、自分の言動にたえず気をつけることが必要です。

２ 構成員間における優越的な関係を背景とした心理的圧迫
及び心身への障害の防止
修学上又は職務上の優越的な関係は、人間としての価値の
上下を決めるものではありません。優越的な関係を背景と
して、相手に心理的な圧迫を加えたり、相手の心身を傷つ
けるようなことをしてはなりません。

３ 社会・文化・宗教及び生活習慣等への配慮
ハラスメントには当たらないと思った言動でも、社会・文化・
宗教等の違いから、相手にはハラスメントと受け取られる
ことがあります。お互いの違いを十分理解するように心が
けましょう。

４ 学外者に対する言動への配慮
本学における教育・研究活動及び職務上関係する学外者
（業者、インターンシップを行っている者、就職活動中の学
生等の求職者など）に対しても、無意識に、優越的な関係
を背景とした言動を行うことがあるため、注意が必要です。

ハラスメントを受けた場合や
目撃した場合など

１ ハラスメントを受けたら
（1） 言葉と態度ではっきり相手に伝える

勇気を出して、「不当な扱いを受けている」という気持
ちを言葉と態度ではっきりと相手に伝えましょう。

（2） 被害を記録する
ハラスメントを受けたと感じたら、その日時、場所、
言動の内容、第三者が居合わせたか否かなどについて

メモを取っておきましょう。これは、ハラスメントがあっ
たかどうかを判断する重要な材料となります。

（3） 相談窓口に相談する
ひとりで悩んだり、我慢したりせず、相談窓口に相談
に行きましょう。相談者のプライバシー及び相談内容
の秘密は守られます。また、相談を行ったことを理由
として不利益な取り扱いを受けることもありませんの
で、安心して相談してください。相談窓口は、各部局
及び保健センター等に設置されており、どの相談窓口
でも相談することができます。また、第三者に同行し
てもらうこともできます。

（4） 窓口で相談できないときは

相談窓口へ直接行くことができない場合は、電話や
ファックス、電子メールなどを使って相談（匿名も可）
することもできます。ただし、匿名の場合は対処が難
しくなることがあります。

２ ハラスメントを目撃したら
（1） 他人ごととして放置しない

ハラスメントは学生や職員の生活に直接影響するので、
他人ごととして、放置しないようにしましょう。放置し
ておくと、ハラスメントがエスカレートする危険があり
ます。

（2） 目撃した場合は記録する
ハラスメントを目撃した日時、場所、言動の内容などに
ついてなるべく詳しくメモを取っておきましょう。これ
は、ハラスメントがあったかどうかを判断する重要な
材料となります。

（3） 相談相手になる
ハラスメントを受けた者の相談相手になり、ハラスメン
トを受けた者に相談窓口へ行くように勧めたり、同行
するようにしましょう。

ハラスメントに関する相談への対応

１ 相談窓口及び人権委員会の設置
本学では、ハラスメントに対応するために、相談窓口及び
人権委員会を設置しています。

２ 相談窓口
相談窓口では、本学の相談員がハラスメントについて相談
に応じます。相談窓口の相談員の名簿・連絡先は、各部

第4

第5
第6

※相談及び申立ては、被害を受けてから時間が経過する
と事実確認が困難となりますので、原則として、被
害の発生から３年以内（継続する事案については、
その終了時から３年以内）に行ってください。
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局の掲示板に常時公開されています。また、本学のホーム
ページ上の「ハラスメント相談」に常時公開されています。

３ 相談員の責務
相談員は、相談者のプライバシー及び相談内容の秘密を
守り、相談者に誠実に対応します。

４ 相談員から人権委員会委員長への報告
相談員は、苦情相談を受けたときは、訴え者の了解を得て、
苦情相談の具体的内容、訴え者が希望する解決手続につい
て、人権委員会委員長へ報告します。
なお、委員長への報告の際は、実名で報告することとなります
が、相談者のプライバシー及び相談内容の秘密は厳守されま
す。また、報告を行ったことを理由として、不利益な取扱
いを受けることもありません。ただし、事実関係の調査に
おいて、被訴え者及び関係者をはじめ事案に携わったすべ
ての者に対して守秘義務を課すとともに、セカンドハラスメ
ントや報復行為の防止にも万全を期し、万一、これらが発生
した場合は、厳正に対処します。

５ 調整手続について
（1） 人権委員会委員長は、訴え者が調整手続による解決を

希望している場合は、プライバシーの保護及び二次被
害の防止に留意し、苦情相談の内容に関連する部局
等の長に、調整手続を行うよう要請します。

（2） 要請を受けた部局等の長は、部局等の長自ら必要な対
応を行います。ただし、部局等の長自ら対応すること
ができない特段の事情がある場合には、部局等の長
が指名する者に行わせる事ができます。

（3） 部局等の長は、委員長から要請があった日から起算し
て概ね２か月以内に問題解決を図り、委員長へ必要な
対応について報告します。

６ 調査手続について
（1） 人権委員会委員長は、訴え者が調査手続による解決を

希望している場合は、相談事案検討ワーキンググルー

プ（以下「ＷＧ」という。）に諮り、プライバシー
の保護及び二次被害の防止に留意し、関連する部局
等の長に、苦情相談内容に係る事実関係の調査（部
局等調査委員会）を要請します。ただし、苦情相談
が部局等の長の言動に関するものである場合又は部
局等における調査に適しないとＷＧが認めた場合
は、人権委員会に調査委員会（人権委員会調査委員
会）を設置します。

（2） 部局等調査委員会について

部局等の長は､部局等に調査委員会を設置し、調査を開始

し、原則として６か月以内にその結果を人権委員会委員

長へ報告します。ただし、やむを得ない事由があるとき

は、調査期間を延長することがあります。

（3） 人権委員会委員長は、部局等の長から報告された結果を
ＷＧに諮り、ハラスメント該当性等について審議します。

① 人権委員会委員長は、審議結果を学長に報告すると

ともに、その結果を相談者に説明します。
② 当該WGが必要と認めるときは、当該部局等の長に

事実関係の再調査を要請します。

に留意し、相談者及びその相手方の双方から事情を聴

取し､事実関係を調査します。必要な場合には、その他

の関係者からも事情聴取を行います。

（5） 人権委員会委員長は、人権委員会調査委員会から調査結

（7） このガイドラインが定める「相談」「報告（苦情の申立     

      て）」及び「調査を含む本学の対応」のいずれの段階にあ            
　　っても、当事者の訴訟提起を妨げるものではありません。

（8） ハラスメント相談をしたこと、調査委員会が行う調査に協

力したこと、労働局に対して相談、紛争解決の援助の求

め、調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応

じたことを理由として、不利益な取り扱いを受けること

はありません。

（4） 人権委員会調査委員会について

人権委員会委員長は、人権委員会委員のうちから調査委
員会委員を指名し、人権委員会に調査委員会を設置しま
す。調査委員会が設置されたときから原則として６か月
以内にその結果を人権委員会委員長へ報告します。ただ
し、やむを得ない事由があるときは、調査期間を延長す
ることがあります。

① 人権委員会委員長は、審議結果を学長に報告するとと
もに、その結果を相談者に説明します。

② 当該人権委員会が必要と認めるときは、当該人権委員
会調査委員会に事実関係の再調査を要請します。

（6）   調査委員会は、プライバシーの保護及び二次被害の防止

果の報告を受けたときは、人権委員会に諮り、ハラスメ
ント該当性等について審議します。

相談窓口をはじめ調査等に協力した者や、ハラスメント

等の防　止・排除等に関わる関係者は、当事者のプライバ

シー保護に最大限　配慮する義務を負うため、知り得た秘

密を正当な理由(※)なく他に漏らしません。
(※)本学が相談事案により提訴され、当該事案に関する事実を立証する場合等に限ります。

７ プライバシー保護について
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第7

第8

第9

第10

ハラスメントを受けた者の保護と救済

１ 被害者が学生の場合
ハラスメントを受けた者が学生である場合、被害者の要望
を踏まえ、指導教員等の変更や履修科目の代替などの措置
をとり、修学環境の改善策を講じます。

２ 被害者が職員の場合
ハラスメントを受けた者が職員である場合、教育研究環境
や就業環境の改善策を講じます。

３ 精神的ダメージに対するケア

ハラスメントを行った者への対応

１ 迅速かつ厳正な対応
本学は、迅速かつ適切な調査の結果に基づき、ハラスメン
トを行ったことが認定された場合は、その者に対して、教育
研究評議会等における審議を経て、懲戒処分が行われるこ
とがあります。

２ 報復行為への対応
ハラスメントを行った者のハラスメントを受けた者に対する
報復行為には厳しく対処します。

嫌がらせ・脅迫行為を行った者
への対応

１ 第三者による行為への対応
本学は、ハラスメントについて相談した職員又は学生に対
して、他の職員や学生から嫌がらせや脅迫行為があった場
合には、厳しく対処します。

２ ハラスメント業務従事者への安全配慮
本学は、ハラスメントの防止等に関する業務に従事する職

員に対し、他の職員又は学生から嫌がらせ、脅迫又は不利
益となる行為が行われることがないよう、可能かつ適切な
対策を講じます。

その他

１ 虚偽申立等への対応
ハラスメントの相談及び事情聴取に際して、虚偽の申し立
てや証言をした者は、学則等により処分されます。

２ 離職者等への対応
本学は、ハラスメントを行ったとされる者がすでに離籍又は
離職している場合においても、可能な限り、事実の確認
と適切な対応をとるよう努めます。なお、相談者が退職又

は卒業、修了若しくは退学してから１年以内とします。

３ ハラスメント相談概要の報告
人権委員会委員長は、毎年度、ハラスメント相談概要（相
談件数、苦情の申出件数、それらの内容と措置等）を人権
委員会に報告します。また、年度ごとにハラスメントの相談
件数を公表します。なお、報告・公表に際しては、個人を
特定できないように最大限の配慮をします。

４ ガイドラインの見直し
このガイドラインは、必要に応じて見直しを行います。

本学は、次のような方法によりハラスメントを受けた者の保護と

救済に努めます。

ハラスメントによって精神的ダメージを受けた場合には、
本学の責任において、専門家によるカウンセリングなど
のケアを行います。申立て内容等から、以下の基準により緊

急に措置を講じる必要があると判断する場合は、迅速かつ適

切な対処を要請します。

・自傷他害等のおそれがあると判断されたとき

・非違行為のおそれがあると判断されたとき

・学生や教職員の修学、就業環境が害され、就職、進学等

に著しく支障をきたすと判断されたとき

・その他、相手方を同一とする複数の苦情相談があるなど、

緊急措置を実施する必要があると判断されたとき
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１. アカデミック・ハラスメントの例
主に教員から学生に対して行われる教育・研究上の指導が、必
要かつ適切な範囲を逸脱して行われた場合にはハラスメントと
判断される可能性があります。実験上の安全性を確保するため
の厳重注意や指導など、正当な理由がある場合には、ハラスメ
ントにはあたりません。

（１）学生の身分に関わる言動
①卒業・修了・進級の妨害
・不当に単位を与えない。
②就職・進学の妨害
③ゼミや研究室など配属の一方的強要

（２）教育研究の指導に関わる言動
①本人の希望に反する学習・研究計画の強要
②研究テーマの一方的押しつけ
③研究成果の搾取
・研究に大きな貢献をした学生を著者にしない。
・学生が出したアイデアを自分のものとして論文を書く。
④指導義務の放棄、指導上の差別
・必要な研究指導やアドバイスをしない。
・第三者に実験手法を教えてもらうことを禁止する。
・研究に関して第三者と相談することを一切禁止する。
⑤学習・研究活動妨害
・正当な理由なく文献・図書や機器類を使わせない。
・正当な理由なく研究室への立ち入りを禁止する。
・正当な理由なく一個人にのみ清掃や片付け作業をさせる。
⑥不適切な環境下での指導の強制
・必要のない深夜や休日の指導、徹夜実験や休日の実験を
強要する。

・正当な理由なく演習やセミナーの時間を異常に長くする。
⑦服装等の強要
・正当な理由なく学生の望まない服装や振る舞いを要求する。

（３）精神的虐待・誹謗中傷、差別等
①精神的虐待・誹謗中傷
・学生を傷つける言動を行う。
・虚偽のうわさを流す。
・誹謗・中傷する内容の文書を配る。
②差別
・特定の学生、留学生、聴講生などを差別する。
・人格を無視するようなニックネームを付ける。

（４）暴力行為、不正行為の強要等
①暴力行為
・精神的・身体的暴力をふるう（酒席を含む）。
②不正行為・不法行為の強要
・研究データの捏造・改竄、研究費の不正使用等を強いる。

（５）プライバシーの侵害
・プライベートなことを必要以上に知ろうとする。
・プライベートなことに介入しようとする。

2. パワー・ハラスメントの例
職員に対して行われる業務上の指示等が、必要かつ適切な範囲
を逸脱して行われた場合には、ハラスメントと判断される可能性
があります。正当な理由がある場合には、業務上の指示等がハ
ラスメントにあたることはありません。

（１）職員の身分に関わる言動
①異動の強要など
・正当な理由なく他の職場への異動や転職・退職を強要する。
・結婚と職場との二者択一を迫る。
・退職せざるを得ない状況に追い込む。

（２）業務遂行に関わる言動
①人格否定・精神的虐待・誹謗中傷
・些細なミスについて、しつこく問いつめる。
・人前で、激しく叱責する。

ハラスメントの例示

以下に例示されていない言動であってもハラスメント行為に当たる場合があります。

気軽な気持ちからの言動が

相手を不快にさせることがあります。

自分でも気付かないうちに

誰もが被害者にも加害者にもなりうるのです！

Ⅱ セクシュアル・ハラスメント等を除くハラスメント
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・人格や尊厳を傷つける言動を行う。
・虚偽の噂を流す。
・誹謗・中傷する内容の文書を配る。
②一方的な強制
・意見の異なる者を許さない。また、その意見を頭から否
定する。

・自己の経験則に従うことを強制する。
・自己の責任を部下に転嫁する。
・外部者から苦情を付けられた職員に対し、非が無いにも
かかわらず謝罪を強要する。

・正当な理由なく研究室・実験室等の移動を強要する。
・深夜・休日業務を強要する。
③不正・不法行為の強要
・帳簿、報告書の捏造・改竄を強制する。
・無資格者に業務を行わせる。
④差別的行為
ａ 仕事上の差別
・研究活動を妨害する。
・正当な理由なく文献・図書や機器類を使わせない。
・正当な理由なく研究室への立ち入りを禁止する。
・正当な理由なく研究室、実験室等の使用を制限する。
・正当な理由なく一個人にのみ研究経費の使用を制限する。
・正当な理由なく一個人にのみ仕事の負担をかける。
・正当な理由なく仕事を与えない。
・仕事に必要な情報を提供しない。
・適正な指示なく不必要に資料の作成を求める。
・学生に研究指導をすることを禁止する。
・研究に関して第三者と相談することを一切禁止する。
・正当な理由なく診療行為をさせない。
ｂ 組織的な差別
・口をきかない。
・仕事のやり方を聞いても、教えない。
・グループに加えない。
⑤研究成果の搾取
・研究に大きな貢献をした職員を著者にしない。
・他人が出したアイデアを自分のものとして論文を書く。

（３）暴力行為
・精神的・身体的暴力をふるう（酒席を含む）。

（４）プライバシーの侵害
・プライベートなことを必要以上に知ろうとする。
・プライベートなことに介入しようとする。

（５）権力又は地位の濫用
「権力又は地位の濫用」とは、上司が職務権限を使って、職
務とは関係のないことについて又は職務上のことであっても
適正な範囲を逸脱して、部下に有形無形の圧力を加えるこ
とをいいます。
・職務上の地位などをかさに着て人格を否定するような暴
言を吐く。

・職場内で部下を孤立させる。
・過度な仕事量を強要するなど部下の健康を危険にさらす。
・同僚の前で罵声を浴びせるなど言葉の暴力や実際に暴力
をふるう。

・職務上の地位を利用して部下を脅迫する。
・部下の信用を傷つけるような言動をする。
・勤務時間外の宴会等への出席等を強要する。
・業務を口実にして、プライベートにつきあうことを強要する。
・送り迎えを強要する。

３. 妊娠、出産、不妊治療、育児休業又は
介護休業等を理由とするハラスメントの例
妊娠、出産又は不妊治療を理由とする制度の利用又は状態に関
する言動及び育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の
介護を理由とする制度の利用に関する言動により、職員の就業
環境を不当に阻害した場合には、ハラスメントと判断される可能
性があります。

（１）事業主からの不利益取扱い（法律で禁止されています）
・「産休・育休は認めない」と言われた。
・妊娠を報告したら「退職してもらう」と言われた。
・妊娠を伝えたら「次の契約更新はしない」と言われた。
・切迫流産で入院したら「もうこなくていいから退職届を
書け」と言われた。

・正職員なのに、妊娠したら「パートになれ」と言われた。
（２）上司・同僚からのハラスメント（法律に基づき防止措置を講

じなければなりません）
・上司に妊娠を報告したら「他の人を雇うので早めに辞めて
もらうしかない」と言われた。

・育児短時間勤務をしていたら同僚から｢あなたが早く帰る
せいで、まわりは迷惑している｣と何度も言われ、精神的
に非常に苦痛を感じている。

・妊婦健診のために休暇を取得したいと上司に相談したら
「病院は休みの日に行くものだ」と相手にしてもらえな
かった。

・上司から「次の昇格はないと思う」と言われた。
・同僚から「自分は（介護休暇）を利用しないで介護する。
あなたもそうするべき」と言われた。

・同僚から「あなたばかり座って仕事をしてずるい」と言わ
れた。

・同僚から「男のくせに育休取るなんてありえない」と言わ
れた。

・先輩から「就職したばかりのくせに妊娠して、産休・育休
をとろうなんて図々しい」と言われた。



熊本大学カスタマーハラスメントに対する基本方針 

熊本大学は、修学、就労、教育研究及び診療において、教職員が安心して職務

に従事できる環境を確保することは重要な責務と捉えています。本学は、改正労

働施策総合推進法に基づき、カスタマーハラスメントにより教職員の就業環境が

害されないよう、雇用管理上必要な措置を講じます。この責務を果たすため、カ

スタマーハラスメントへの適切な対応を図る基本方針を定めます。 

 

１．カスタマーハラスメントの定義 

本学の修学、就労、教育研究及び診療に関わりを有する、利用者、取引関係

者、潜在的な利用者を含む方々による、暴行、脅迫、威圧的な言動、不当な要

求、SNS 等での教職員のプライバシーに係る情報の不当な投稿、無断での撮影、

土下座の強要、長時間の拘束など、社会通念上許容される範囲を超えた言動に

より、教職員の心身に負担を与え、修学、就労、教育研究及び診療に支障をき

たす行為を指します。 

 

２．カスタマーハラスメントに該当する行為例 

・暴行・暴言・威圧的な言動 

・長時間にわたる執拗な要求やクレーム 

・不合理な謝罪要求や金銭要求 

・人格否定・侮辱・名誉毀損となる言動 

・対応が著しく困難な又は対応が不可能な要求 

・その他、教職員の心身に負担を与え、修学、就労、教育研究及び診療に支障

をきたす行為 等 

 

３．本学の基本的な方針 

熊本大学は、適切なご意見・ご要望には誠意をもって対応いたします。一方

で、要求内容又は手段・態様が社会通念上許容される範囲を超え、教職員の

修学、就労、教育研究及び診療に支障を生じさせる場合には毅然とした態度

で臨みます。  

 

４．カスタマーハラスメントへの対応方針 

本学においてカスタマーハラスメントに該当すると判断した場合には、以後

の対応を中断もしくは終了とさせていただきます。また、悪質な場合には、

警察・弁護士等と連携し、必要に応じて法的措置を検討します。併せて、学

生・社会に対してよりよい教育研究を提供し、地域に貢献するとの本学の使

命を果たしていくため、その前提・基盤となる教職員の心身の保護と修学、

就労、教育研究及び診療を最優先に、大学として適切な対応を行います。 
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（1）事実関係の確認（記録の収集を含む。）

（2）教職員の安全確保（複数名対応、対応の中断又は終了等。）

（3）顧客等への注意、対応中断、必要に応じた出入禁止等の措置

（4）悪質な場合の警察、弁護士その他関係機関との連携

（5）教職員の心身のケア及び修学、就労、教育研究及び診療環境の回復措置

（6）再発防止策の検討及び実施

類型 具体例 文書内の該当内容 

暴行・脅迫・威圧的

言動 

・大声で怒鳴る

・机を叩く、物を投げる

・威圧的な態度で詰め寄る

「暴行、脅迫、威圧的な言動」 

過度な要求・執拗な

クレーム

・長時間にわたるクレーム

の繰り返し

・合理性のない要求を続ける

・対応不能な要求を強要する

「長時間にわたる執拗な要求やクレー

ム」「対応が著しく困難な又は対応が不

可能な要求」 

不当な謝罪・金銭要

求 

・土下座の強要

・過剰な謝罪要求

・補償の根拠がない金銭要

求

「不合理な謝罪要求や金銭要求」「土下

座の強要」 

人格否定・侮辱・名

誉毀損 

・暴言・侮辱的発言

・人格を否定する言動

・SNS での誹謗中傷

「人格否定・侮辱・名誉毀損となる言動」

「SNS 等でのプライバシーに係る情報

の不当な投稿」 

プライバシー侵害・

不適切な記録行為 

・無断での撮影・録音

・SNS での個人情報拡散

「無断での撮影」「SNS 等でのプライバ

シーに係る情報の不当な投稿」

拘束・業務妨害 
・長時間の拘束

・業務を妨げる行為全般

「長時間の拘束」「修学、就労、教育研究

及び診療に支障をきたす行為」 
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カスタマーハラスメントを受けた場合の部局等の長の対応1 

カスタマーハラスメントの主な種類と具体例2 
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国立大学法人熊本大学
総務部労務課服務担当
TEL:096-342-3254
E-mail:sojn-syokuin2@jimu.kumamoto-u.ac.jp

熊本大学　ハラスメント相談

https://stopharassment.kumamoto-u.ac.jp/

プライバシー厳守ハラスメント相談員が相談に応じます。
相談員の名簿・連絡先は熊本大学のホームページ上に公開されています。
（どの相談員にでも相談できます。）
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